
札幌市中央区に所在する留保財産
の利用方針の策定について

説明資料



国有財産の概要（基本情報）
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国有地の概要（財産の位置・周囲の状況）

「地図データ」、「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

対象財産

約800m

約600m

道警本部

北海道庁

中央警察署

北海道旧本庁舎（赤レンガ）

テレビ塔

時計台

商業地域

大通公園

北海道議会議事堂
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国有地の概要（接道状況・現況）

「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

市道 西6丁目線
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留保財産の利用方針決定プロセス

A.利用方針の検討

整備可能な施設規模

導入すべき機能

公共施設要否

利用期間等

⇒地方公共団体等へ確認

（札幌市との検討会）

B.マーケットサウンディング

⇒民間事業者等へのヒアリング

（ R2.3、R4.2、R7.10）
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利用方針案の作成
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利用方針の検討（利用方針の類型）

1）公共随意契約対象施設のみの整備

2）公共随意契約対象施設と民間収益施設（複合施設）の整備

3）民間収益施設のみの整備

4）その他（利用用途を特定しない）

民間収益施設に加え、公共随意契約対象施設の整備を必須とする場合

公共施設が一切入らないことが確定している場合

上記に該当しない場合

地方公共団体が直接事務・事業の用に供する場合（随意契約対象）

介護・保育などの公共性の高い施設に供する場合（随意契約対象）
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利用方針の検討（利用方針毎の契約方式）

※1 原則、事業用定期借地に限られるが、一定の要件に該当する場合には、一般定期借地も適用可能。

※２ 地域の利活用の意見がないため、二段階一般競争入札の際は、条件設定や審査は地域計画との整合性や

資力審査など必要最小限になる。
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（１）札幌市

「札幌市に所在する未利用国有地の最適利用を図る検討会」を設置

（R2.2.14）し、留保財産の利活用方法等について継続的に議論。

直近では、R7.5、R7.10、R7.12、R8.2に実施。

本地は、暫定的に市営駐輪場として利用され、稼働率も高く、札幌市の
放置自転車対策にも寄与しているため、公共駐輪場を併設した施設の利
活用要望を受けている。

高齢者施設や子育て施設などの社会福祉施設については、本財産を含め
特定のエリアへの誘導は行っていない。

（２）北海道

R2.7に往訪し、留保財産の制度概要を説明するとともに、利活用に関す
る意見・要望を照会。

北海道において、本財産の利活用要望や、利活用に関する意見はない。

これまでの取り組み（A.利用方針の検討）
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これまでの取り組み（B.マーケットサウンディング）

サウンディング市場調査の実施

過去３度実施（R2.3、R4.2、R7.10）

直近結果（令和7年12月22日結果公表）は以下のとおり。
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これまでの取り組み（まとめ）

都市計画マスタープラン「都心」

立地適正化計画「集合型居住誘導区域・都市機能誘導区域」

⇒北海道・札幌市の魅力と活力をけん引する地域への寄与が必要。

北海道は、利活用要望はなし。札幌市は公共駐輪場（100～200台程度）
としての利活用要望あり。

⇒札幌市は一部を公的利用したいという要望をもっている。

サウンディング調査の結果、「都心」であることや、周辺の観光資源を
活かした、ホテル事業や複合施設としての利活用が可能との意見が多く
出された。

一方で、駐輪場設置を条件とした場合の隘路（課題）も出された。

⇒民間収益施設としての活用は可能。駐輪場設置は課題解消が必須。
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留保財産の利用方針策定について（まとめ）
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《参考》今後のスケジュール

※国有地全地について、公共随意契約の適格性を有する必要がある。

条件：

公共駐輪場併設
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